
指定管理業務　事業評価書

平成25年度　指定管理者業務　事業評価表

施設名

施設所管課

指定管理者名

指定期間

　
　 　

評価基準 自己評価 所管評価

（１）職員配置 適切な人員配置がされたか B Ｂ

（２）職員研修 業務に必要な研修・教育が適切に行われたか C Ｃ

（３）利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか B Ａ

２　利用者に関する業務

（１）利用状況 利用者数・稼働率等は、適切な水準であるか B Ｂ

（２）利用料金 利用料金の設定、徴収・減免・還付の手続は適切であるか － ―

３　保守点検業務

（１）保守点検業務 保守点検が適切に行われたか B Ｂ

（２）清掃業務・維持管理業務 清掃業務・維持管理が適切に行われたか B Ｂ

（３）保安・警備業務 保安・警備業務が適切に行われたか B Ｂ

（４）修繕業務 修繕業務が適切に行われたか B Ｂ

４　事業の実施に関する業務

（１）指定業務 事業が適切に行われたか B Ｂ

（２）自主事業 施設の目的に沿った自主事業が適切に行われたか B Ｂ

５　個人情報の取扱 個人情報の取扱いが適正に行われたか A Ａ

６　設置目的の達成度（管理目標） 設定目標に対する結果は妥当であるか B Ｂ

Ⅱ　サービスの質の評価

１　利用者満足度 利用者アンケートを実施し、その結果は妥当であるか B Ｂ

２　維持管理業務
日常清掃業務や衛生管理は適正であるか
備品などの設備の維持管理は適正であるか

B Ｂ

３　運営業務
備品の貸出状況や消耗品等の補充状況は適切であるか
利用許可など利用者への接客対応は適切であるか

B Ｂ

４　指定・自主事業 実施された事業内容は、質の高いものであったか B Ｂ

Ⅲ　サービスの安定性の評価

１　事業収支 事業収支は妥当であるか B Ｂ

２　経営状況分析指標 経営状況分析指標の結果は、妥当であるか B Ｂ

３　団体等の経営状況 団体の経営状況分析指標の結果は、妥当であるか B Ｂ

総合評価 B Ｂ

１　指定管理者

２　施設所管課

※　施設の特性等に応じて確認項目を追加・修正して使用すること。

総合評価の理由

龍門ふるさと民芸館

商工観光課

那須烏山市観光協会

平成　25　年　4　月　1　日～平成　28　年　3　月　31　日

本年度の入館者数は、目標の3万人を超えたが、観光・見学施設としては目標水準を上げる必要がある。本
年度の入館者数が増した要因のひとつとして、メディアでの紹介があり、今後も新聞・テレビ・ラジオ関連へ
の龍門の滝と龍門ふるさと民芸館のＰＲに力を入れていく。併せて、引き続きインターネットを利用した情報
配信(龍門の滝とその周辺の桜や紅葉情報をはじめ、草花の開花や鮭の遡上等）も行う。また来館者数、物
産売上高を伸ばす為にはリピーターを増やすのが不可欠で、単に館内の龍神洞や民話コーナー、展望室の
龍の墨絵を見てもらうのではなく、勤務人数的に限度はあるが、今まで以上にひとりひとりへの接客に極力
努力する。また観光客誘致の為には、他の観光・見学・行楽施設との情報交換も必要なので、本年度はさら
に各施設との情報交換をする。施設管理面では、節電対策と経費削減を継続していくものの、高齢者の来館
者から多々要望のある入り口階段の手すりの設置や、民芸館の庭の植木を減らし、有効なスペースとして活
用する検討もしていきたい。

施設管理については概ね適正に維持管理されている。
集客を図る利用促進業務については、入館者数の増加という結果から良好であり、継続
を期待。

その他特記事項（成果・改善等）

確　認　項　目

Ⅰ履行の確認

１　施設全般の管理運営に関する業務

施設管理については概ね適正に維持管理されている。
集客を図る利用促進業務については、入館者数の増加という結果から良好である。


